
後

御

所
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ノ代

座

敷

西

w
主

l巳

数
年
前
唐
招
提
寺
森
本
管
長
が
入
手
さ
れ
た
其
敬
法
親
王
（
南
部
興
福
寺一
釆
院

川
跡

事
丞二
年
三
塁
七
月
七
日
逝
去）
自
筆
の
後
四
院
御
茶
協
之
一誌
に
は 、

延
宝

六
年
E
S

か
ら
山
手
二
年
2
5
ま
で
の
川 、

後
四
上
皇
（
新
院）
御
所
中
で
行

わ
れ
た
茶
会
の
有
線
が
記
さ
れ 、

そ
の
中
に
は
凶
秘
到
の
茶
出
般
の
図
が
川
き
込

ま
れ
て
い
る 。
（

ml
凶
A、
B、
c 、
D）

一
点
松
近
限
切
文
山
で
閲
覧
し
た
「
後
四
院
内保
御
出
御
川
院
御
聞
及
御
茶
屋
之

凶」
は 、

出
題
の一一小
す
辿
物
の
間
取
凶
で
あ
っ
て 、

そ
の
小
に
も
三
箇
所
に
茶
仲

蚊
ら
し
い
も
の
を
比
山
す
こ
と
が
で
き
る 。
（

第
2
凶
A、
B、
D）

そ
こ
で
茶
会
記
に
山
て
米
る
凶
つ
の
茶
州
政
を
他
校
年
代
削
に
仮
に
A 、
B 、

C 、
D
と
名
づ
け 、
こ
れ
を
防
別
文
防
政
指
凶
と
照
応
し
て
見
ょ
う 。

A
は
延
宝
六
年
十
二
月
九
H
に 、

近
衛
法
眼
公
と
れ戸
敬
法
親
王
を
答
と
し
て
茶

会
を
聞
い
た
小
座
敷
会一
山
台
日〉
で
あ
る 。
そ
の
位
位
を
防
別
文
山
政
指
図
中
か

ら
燥
す
と 、‘
北
に
延
び
た
廊
下
の
東
側
に
あ
た
る
も
の
で 、

室
の
一山
側
の
ほ
ぼ
中

央
に
川
口
山
尺
ほ
ど
の
床
を
桃
え 、

小
火
の
や
L
北
得
り
に
炉 、

床
の
北
に
茶
道

口 、

京
北
問
を
欠
い
て 、

台
目
引
と
し 、

そ
の
京
北
角
に
棚
を
伴
っ
て
お
り 、

そ

の
北
と
京
に
は
窓
が
あ
る 。

茶
会
記
の
図
で
は
南
側
に
引
戸
ら
し
い
符
号
と
玄
関

と
い
う
文
字
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
は 、

誕
地
に
前
而
し
た
糊
口
の
形
式
で
は
な

く 、

外
側
に
潜
戸
を
も
っ
土
間
胞
に
面
し
た
一
木
引
の
板
戸
又
は
別
附
子
を
伴
つ

後
四
段
御
所
茶
座
数
の
指
図

同
年
七
月
二
日

に
は
再
び
こ
の
小
・也
蚊

が
使
わ
れ 、

同
年
十一

月
十
凶
日
の
場
合
は
こ
の
小
出
放
を
凶
口
半
と
註
記
し
て
い
る 。
北
側
京
谷
り
に

床
が
あ
り 、

そ
の
手
前
に
茶
道
口 、

台
白
川以
に
寄
っ
て
炉
が
あ
る 。

陀
蚊
の
平
而

の

指

図

た
外
部
へ
の
山
入
口
の

し、 ＋？。 在

も
の
ら
し

B
は
延
宝
七
年
正
月

』u

五
日
で 、

そ
の
時
の

川引
等
は
百
注
院
門
跡
時

波
法
制脱
王
と
点
敬
法
親

王
と
で
あ
り 、

そ
こ
は

凶
南
端
の
既
に
か
こ
ま

れ
た
中
・妊
に
一開
削
し
た

も
の
で 、

そ
の
塀
の
外

側
に
待
合
服
掛
（
E
〉

が
附
置
さ
れ
た
も
の
で

あり
る 。

建

・泊三
,cヨ

研

究

室

物
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

西
南
叫
で
は
問
向
に
制
上
り 、

は
西
北
附
を
除
き
そ
の
陥
を
欠
き
込
ん
で
い
て 、

京
市
陥
の
入
り
込
ん
だ
所
は
窓
で 、

棚
が
ぷ
け
ら
れ
て
い
る 。

C
は
延
主
じ

年
五
パ
ルH
八
日
の
も
の
で 、

そ
の
日
は
前
前
川
同
係
近
術
必
燃
公

後1IG院段御！伝御，I；院御P!Uえ御ぷhi之l刈

〈間切j文l•li政〉

初2 [:;(J 

と
見
倣
法
親
王
と
が
何
公
し
た 。

平
三
引
の
小
火
よ
り
少
し
左
方
に
寄
っ
て
炉
が

UHH

か
れ
て
い
る
が 、

ほ
は
な
か
っ
た
ら
し
く 、

出関
物
を
唱
に
掛
け
る
と
記
さ
れ
て

い
る 。

防
明
文
州
政
指
凶
と
問
介
し
て
も 、
一

致
す
る
も
の
が
凡
当
ら
な
い
こ
と 、

特
に
炉
の
右
側
に
「
御
茶
屋」

と
H刈
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら 、

そ
れ
は
庭
闘
小
に

別
棟
と
し
て
建
て
ら
れ
た
脱
出削
ぷ
良
風
の
も
の
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る 。

D
は
延
宝
八
年
正
川
U
H
の
茶
会
記
に
で
て
米
る 。

B
の
北
側
別
棟
の
中
に
あ

り 、

市
側
の
く
ぐ
り
か
ら
入
る
と
土
問
州
に
な
っ
て
お
り 、

そ
の
出
の
小
に
馴棚
上

り
が
聞
か
れ
て
い
る
こ
と 、

床
は
凶
商
問
に
い米
向
に
構
え
ら
れ
て
い
る
こ
と 、

小

山〈
よ
り
少
し
北
寄
り
に
炉
が
あ
り 、

そ
の
い以
側
に
小
れ
が
あ
る
こ
と 、

床
の
北
側

に
そ
の
平
副
が
三
品川
形
を
な
す
捌
が
あ
り 、

そ
の
北
に
茶
道
U
が
附
か
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
特
色
で
あ
る 。

そ
の
ほ
か
氷山
会
記
に
は
そ
の
川
取
が
凶
ぶ
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も 、

延
宝
仁

年
七
月
こ
れ
に
は
ま
づ
御
乃
院
の
地
政
飾
が
A
か
れ 、

次
に
小
山間
放
B
（
正
月
廿

五
日
と
、

同
じ
御
州
政
也

と
片山
必
あ
り
〉

同
年
卜

一

一ハ
ト

問
日
の
場
合
も
御
バ
院
に

〈
斜）

次
い
で
「
御
小
出
蚊
川
口
下」

と
あ
り 、

史
に
六
川川
政
「
御
ク
サ
リ
ノ
川」

の
名

も
H比
え
て
い
る 。

｛
位
l
v

防
明
文
州
政
指
凶
で
は 、

そ
の
茶
出
政
（
川
院
を
合
む）

の
輸
出
は
凝
花
制
池
ぃ陸

指
凶
ハ
同
時）

の
北
の
万
に
Hれい

か
れ
て
い
る
そ
れ
と
矧
似
し
て
い
る
が 、

そ
の
東

側
と 、

北
側
と
に
途
中
で
切
れ
て
い
る
叫
が
け川

か
れ
て
い
る
点
が
迎
う 。

ま
た
後

に
池
小
向
上
の
環
波山
中
と
命
名
さ
れ
た
茶
山内
政
の
輸
出
は
全
く
一

致
す
る
が 、

同

じ
別
棟
で
あ
っ
て
も 、

ぷ
民
の
す
ぐ
北
同
側
の
所
に
か
な
り

近
接
し
て
パ
き
込
ま

れ
て
お
り 、

そ
の
他
位
は
んに
く
民
っ
て
い
る 。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
建
物
の
す
ぐ
凶

側
に
服
せ
ま
い
こ
ぶ
の
千
行
総
が
A
か
れ
て
お
り 、

そ
れ
が
南
北
に
走
る
般
地
の
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後
西
院
御
所
茶
座
敷
の
指
図

平
城
宮
出
土
墨
書
土
器

「
醗
大
郎

炊
女
取
不
得
蒋
取
廿
袴
江
卜
」
土
師
器
杯
平
安
時
代
初
期

鋪
旧
次
平
城
宮
調
在
出
士
品

に
つ
い
て
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
雛
（
一
九
六
二
）
参
照
。

な
お
凝
花
洞
を
先
に
後
西
院
御
所
の
庭
園
と
解
釈
Ｌ
て
お
い
た
が
、
厳
密
に
荷
う

と
遊
永
度
東
宮
御
所
庭
閲
以
後
の
名
称
と
解
釈
す
る
方
が
妥
叫
の
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）
宮
内
庁
戯
延
寵
度
新
院
御
所
、
寵
永
度
東
宮
御
所
指
側
な
ど
に
つ
い
て
は
、
東
京

工
業
大
学
の
平
井
聖
博
士
に
よ
っ
て
示
教
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

鵬

西
を
限
る
築
地
塀
の
が
征
（
距
離
は
一
応
疑
問
と
し
て
も
）
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。

（
注
２
）

・
方
延
宝
度
新
院
御
所
の
図
（
図
略
、
す
）
を
見
る
と
、
蚊
地
を
ほ
ぼ
四
つ
割
に

し
た
阿
南
の
部
分
だ
け
は
、
築
地
塀
に
か
こ
ま
れ
た
ま
ま
ほ
と
ん
ど
空
、
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
右
上
方
（
東
北
方
）
か
ら
の
廊
が
、
そ
の
築
地
塀
の
と
こ

ろ
で
折
れ
曲
っ
て
お
り
、
そ
の
折
曲
っ
た
所
は
廊
の
と
り
つ
く
可
能
性
を
示
す
よ

う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
こ
の
廊
の
折
れ
曲
り
の
点
に
合
せ
、
陽
明
文
庫
蔵
指
図
の

東
廊
水
端
（
Ｆ
点
）
を
推
着
さ
せ
る
と
、
茶
窒
Ｂ
を
か
こ
む
州
塀
の
西
側
の
線
ま

で
が
二
四
間
、
そ
の
北
側
で
測
定
し
た
後
西
院
御
所
四
築
地
塀
ま
で
の
間
が
六

間
、
合
計
三
○
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
北
廊
末
端
（
Ｇ
点
）
を
、
寓
内
庁

蔵
指
図
の
対
尾
東
愚
縁
南
末
端
の
一
間
（
尖
線
匡
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
Ｕ
に
統

く
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
ろ
え
て
見
る
と
、
先
の
間
数
よ
り
二
間
だ
け
四
へ
寄

る
こ
と
に
な
り
、
三
・
・
間
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
』
・
』
兄
て
来
る

と
、
陽
明
文
雌
蔵
指
図
は
、
そ
の
標
題
の
通
り
、
宮
内
庁
沸
陵
部
蔵
延
宝
鹿
新
院

御
所
指
図
に
沸
か
れ
て
い
な
い
部
分
に
州
洲
す
る
も
の
と
し
て
、
虹
に
順
要
な
盗

料
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
思
う
に
後
両
院
御
在
枇
当
時
、
南
北
約
六
三
間
、
東
西

約
三
三
間
ほ
ど
の
こ
の
ば
域
内
に
は
そ
の
北
部
に
片
寄
っ
て
、
代
叩
院
ク
サ
リ
の
間

を
含
む
一
一
一
つ
の
茶
雁
蚊
（
Ａ
、
Ｂ
、
９
が
あ
り
、
そ
の
前
面
に
風
雅
な
庭
園
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
陽
明
文
庫
戯
指
側
（
鋪
２
Ｍ
）
と
宮
内
庁
蔵
延
宝
度
新
院

（
後
両
院
）
御
所
指
図
（
桝
内
庁
戯
）
と
は
、
或
時
期
に
於
い
て
（
延
定
六
年
よ
り
貞

享
二
年
迄
の
間
）
同
時
に
存
在
し
た
建
築
を
除
き
分
け
た
も
の
と
判
断
で
き
よ
う
。

（
森
謝
・
牛
川
喜
幸
）

註

（
１
）
森
細
・
牛
川
嵩
幸
「
京
都
御
苑
内
に
於
け
る
潅
殿
造
系
庭
蝋
辿
跡
、
特
に
凝
花
洞




